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((⾷⾷料料品品製製造造業業のの労労働働⽣⽣産産性性はは前前年年度度にに⽐⽐べべ向向上上))  

令和5(2023)年度における⾷料品製造業の
労働⽣産性は、設備投資により必要な⽣産体
制の確保が進んだほか、新型コロナウイルス
感染症からの経済回復が続いていること等か
ら、前年度に⽐べ7.7%向上し7,105千円/⼈と
なっています(図図表表44--11--22)。 

他⽅、⾷品製造業の⼈⼿不⾜・⼈材不⾜が
引き続き課題となる中、⽣産性の向上が急務
となっています。 

このため、農林⽔産省では経済産業省等と
連携し、⽣産性の向上に資するAI、ロボット
等の先端技術の研究開発、実証・改良から普
及までを総合的に⽀援することとしています。 

具体的には、令和6(2024)年4⽉に策定した
ロボット等の先端技術を⾷品製造の現場に
HACCP1に基づく衛⽣管理に沿って導⼊する
ためのガイドラインの普及のほか、製造ラインの⾃動化等の省⼈化や⽣産性向上に資する
機械設備等の新技術の導⼊を⽀援しています。 

また、⾷品製造業における⽣産性向上等に向けた取組について、中堅・中⼩企業を対象
としたアンケート調査やヒアリングを実施し、優良事例の横展開を進めるなど、⾷品産業
全体の⽣産性向上を促進しています。 

 
((経経営営者者のの⾼⾼齢齢化化にによよりり事事業業承承継継のの課課題題をを抱抱ええるる企企業業がが多多数数存存在在))  

中⼩企業が⼤半を占める⾷品産業では、経営者の⾼齢化により事業承継の課題を抱える
企業が多くなっています(図図表表44--11--33)。 

国内市場を対象としてきた⾷品事業者の中には、国内市場が縮⼩傾向にあること等を背
景として、⾃⾝の世代での廃業を考え、将来に向けた⽣産拡⼤や設備の更新等の追加投資
を控えるなど、撤退を視野に⼊れている事業者も⾒られています。 

⾷料には⾷品製造業による加⼯を経て消費者に届くものが多いほか、地域の農林⽔産業
と密接に関係し地域の⾷⽂化を反映する加⼯⾷品も多いことから、⾷品製造業を次世代に
つなげていくことが重要であり、事業の円滑な引継ぎや引継ぎ後の経営⾰新に向けた取組
等を通じ、⾷品製造業の事業承継の円滑化や⾷品産業の体質強化を図っていく必要があり
ます。 

 

 
1  Hazard Analysis and Critical Control Pointの略で、危害要因分析及び重要管理点のこと。我が国においては、令和3(2021)年6⽉か

ら、原則全ての⾷品等事業者についてHACCPに沿った衛⽣管理が義務化されている。 

図表4-1-2 製造業全体と⾷料品製造業の労働
⽣産性 

資料：経済産業省「2024年経済産業省企業活動基本調査」を基に農
林⽔産省作成 

注：労働⽣産性=付加価値額÷常時従業者数 
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第第11節節  ⾷⾷品品産産業業のの健健全全なな発発展展  

 
 
⾷品産業は、農業と消費者の間に位置し、⾷料の安定供給を担うとともに、国産農林⽔

産物の主要な仕向先として、消費者ニーズを⽣産者に伝達する役割を担っています。また、
多くの雇⽤・付加価値を⽣み出すとともに、環境負荷の低減等にも重要な役割を果たして
います。 

本節では、⾷品産業の動向や、JAS1を始めとした規格・認証の活⽤等について紹介しま
す。 
 

((11))  ⾷⾷品品産産業業のの競競争争⼒⼒のの強強化化  
((⾷⾷品品産産業業のの国国内内⽣⽣産産額額はは110055兆兆88千千億億円円))  

⾷品産業の国内⽣産額については、近
年おおむね横ばい傾向で推移しており、
令和5(2023)年は新型コロナウイルス感
染症の影響で落ち込んだ外⾷⽀出が回復
しつつあること等から、前年に⽐べ8.7%
増加し105兆8千億円となりました(図図表表
44--11--11)。このうち、⾷品製造業について
は、菓⼦類や清涼飲料の⽣産額が増加し
たこと等から、全体として4.4％増加とな
り、関連流通業は前年に⽐べ6.9%増加し
38兆9千億円となりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
1 Japanese Agricultural Standardsの略で、⽇本農林規格のこと 

図表4-1-1 ⾷品産業の国内⽣産額 

資料：農林⽔産省「農業・⾷料関連産業の経済計算」を基に作成 
注：⾷品製造業には、飲料、たばこの区分を含む。 
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((特特定定農農産産加加⼯⼯業業者者のの経経営営改改善善とと原原材材料料のの調調達達安安定定化化をを推推進進))  

国際情勢の影響を受け、輸⼊原材料の価格⽔準の上昇・⾼⽌まりが⽣じている中、農産
加⼯業者の経営環境は厳しさを増している状況にあります(図図表表44--11--44)。このため、令和
6(2024)年7⽉に施⾏された特定農産加⼯業経営改善等臨時措置法1に基づき、原材料価格の
上昇が⼤きかったパン、製麺、菓⼦、⼤⾖加⼯といった分野で、原材料の調達安定化に向
けた取組に対する⽀援措置を新たに追加し、国産切替を推進しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
((フフーードドテテッックク推推進進ビビジジョョンンにに基基づづきき、、新新市市場場創創出出ののたためめのの環環境境整整備備をを推推進進))  

世界の⾷料需要の増⼤に対応した持続可能な⾷料供給のほか、個⼈の多様なニーズを満
たす豊かで健康な⾷⽣活や⾷品産業の⽣産性の向上の実現が求められている中、フードテ
ック2を活⽤した新たなビジネスの創出への関⼼が世界的に⾼まっています。 

このような中、⾷品企業、ベンチャー企業、研究機関、関係省庁等に所属する者で構成
される「フードテック官⺠協議会」では、令和5(2023)年2⽉に「フードテック推進ビジョ
ン」を策定し、今後のフードテックの推進に当たり、⽬指す姿や必要な取組等を整理し、
フードテックの6分野3について、具体的な課題を⼯程表として整理しています。 

農林⽔産省では、これらに沿って、オープンイノベーションとスタートアップの創業を
促進するとともに、新たな市場を作り出すための環境整備を進め、フードテックの積極的
な推進に取り組んでいくこととしています。また、令和7(2025)年に開催される⼤阪・関
⻄万博では、農林⽔産・⾷品分野で実装が期待される先端技術の展⽰を通じて、世界に我
が国の技術⼒を発信していくこととしています。 

 
 

 
1 正式名称は「特定農産加⼯業経営改善臨時措置法の⼀部を改正する法律」 
2 ⽣産から流通・加⼯、外⾷、消費等へとつながる⾷分野の新しい技術及びその技術を活⽤したビジネスモデルのこと 
3 6分野は、植物由来の代替たんぱく質源、昆⾍⾷・昆⾍飼料、スマート育種のうちゲノム編集、細胞性⾷品、⾷品産業の⾃動化・省

⼒化、情報技術による⼈の健康実現 

図表4-1-4 ⾷パン・⾖腐の製造・販売に係るコストの変動 

資料：株式会社⽇本能率協会総合研究所「令和4年度原材料等の価格上昇に伴う取引価格への転嫁等状況及び適正取引推進ガイドラインの
活⽤状況調査委託事業報告書」(令和5(2023)年3⽉公表)を基に農林⽔産省作成 

注：変動率は、⾷パンは令和3(2021)年7⽉〜4(2022)年7⽉、⾖腐は令和3(2021)年8⽉〜4(2022)年8⽉における変動 
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原材料費計 +18% 原材料費計 +29%

⼩⻨粉 +22% ⼤  ⾖ +35%

油  脂 +17% 凝固剤 +4%

+19% +8%

+10% +3%

+16% +11%

原材料費

製造経費

販管費

費⽤合計

原材料費

費⽤合計

販管費

製造経費

 

 
 

((⾷⾷品品産産業業とと農農業業のの連連携携をを推推進進))  
持続的な⾷料システムの実現には、費⽤を考慮した価格形成だけでなく、⾷品産業にお

ける国産原材料の利⽤促進や⽣産性の向上等を推進し、その体質強化・事業継続を図るこ
とによって、消費者に⾷品や豊かな⾷⽂化を提供するとともに、原材料調達や製造⼯程等
において持続性に配慮した⾷品産業への移⾏を⼀層推進していくことが重要となっていま
す。 

このため、農林⽔産省では、国産原材料への切替えによる新商品開発や産地との連携強
化等を⽀援しています。 

また、持続的な⾷料システムの確⽴に向けて、地域を先導する⾷品企業や農林漁業者等
が参画するプラットフォームを構築し、地域の多様な関係者の連携を強化し、新たなビジ
ネスの創出等を促す取組を推進しています。 

 
 
 
 

図表4-1-3 個⼈事業主等の年齢別割合、事業承継の意向 

資料：中⼩企業庁「令和5年中⼩企業実態基本調査」を基に農林⽔産省作成 
注：1) 令和4(2022)年度決算実績の数値 

2) 個⼈事業主等は、法⼈企業の社⻑を含む。 
3) 「その他」は「会社への引継ぎを考えている」、「個⼈への引継ぎを考えている」、「その他の⽅法による事業承継を考えている」

等と回答した者の割合 
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((特特定定農農産産加加⼯⼯業業者者のの経経営営改改善善とと原原材材料料のの調調達達安安定定化化をを推推進進))  

国際情勢の影響を受け、輸⼊原材料の価格⽔準の上昇・⾼⽌まりが⽣じている中、農産
加⼯業者の経営環境は厳しさを増している状況にあります(図図表表44--11--44)。このため、令和
6(2024)年7⽉に施⾏された特定農産加⼯業経営改善等臨時措置法1に基づき、原材料価格の
上昇が⼤きかったパン、製麺、菓⼦、⼤⾖加⼯といった分野で、原材料の調達安定化に向
けた取組に対する⽀援措置を新たに追加し、国産切替を推進しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
((フフーードドテテッックク推推進進ビビジジョョンンにに基基づづきき、、新新市市場場創創出出ののたためめのの環環境境整整備備をを推推進進))  

世界の⾷料需要の増⼤に対応した持続可能な⾷料供給のほか、個⼈の多様なニーズを満
たす豊かで健康な⾷⽣活や⾷品産業の⽣産性の向上の実現が求められている中、フードテ
ック2を活⽤した新たなビジネスの創出への関⼼が世界的に⾼まっています。 

このような中、⾷品企業、ベンチャー企業、研究機関、関係省庁等に所属する者で構成
される「フードテック官⺠協議会」では、令和5(2023)年2⽉に「フードテック推進ビジョ
ン」を策定し、今後のフードテックの推進に当たり、⽬指す姿や必要な取組等を整理し、
フードテックの6分野3について、具体的な課題を⼯程表として整理しています。 

農林⽔産省では、これらに沿って、オープンイノベーションとスタートアップの創業を
促進するとともに、新たな市場を作り出すための環境整備を進め、フードテックの積極的
な推進に取り組んでいくこととしています。また、令和7(2025)年に開催される⼤阪・関
⻄万博では、農林⽔産・⾷品分野で実装が期待される先端技術の展⽰を通じて、世界に我
が国の技術⼒を発信していくこととしています。 

 
 

 
1 正式名称は「特定農産加⼯業経営改善臨時措置法の⼀部を改正する法律」 
2 ⽣産から流通・加⼯、外⾷、消費等へとつながる⾷分野の新しい技術及びその技術を活⽤したビジネスモデルのこと 
3 6分野は、植物由来の代替たんぱく質源、昆⾍⾷・昆⾍飼料、スマート育種のうちゲノム編集、細胞性⾷品、⾷品産業の⾃動化・省

⼒化、情報技術による⼈の健康実現 

図表4-1-4 ⾷パン・⾖腐の製造・販売に係るコストの変動 

資料：株式会社⽇本能率協会総合研究所「令和4年度原材料等の価格上昇に伴う取引価格への転嫁等状況及び適正取引推進ガイドラインの
活⽤状況調査委託事業報告書」(令和5(2023)年3⽉公表)を基に農林⽔産省作成 

注：変動率は、⾷パンは令和3(2021)年7⽉〜4(2022)年7⽉、⾖腐は令和3(2021)年8⽉〜4(2022)年8⽉における変動 

(⾷パン) (⾖腐) 

費  ⽬ 変動率 費  ⽬ 変動率

原材料費計 +18% 原材料費計 +29%

⼩⻨粉 +22% ⼤  ⾖ +35%

油  脂 +17% 凝固剤 +4%
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販管費

費⽤合計
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((⾷⾷品品産産業業とと農農業業のの連連携携をを推推進進))  
持続的な⾷料システムの実現には、費⽤を考慮した価格形成だけでなく、⾷品産業にお

ける国産原材料の利⽤促進や⽣産性の向上等を推進し、その体質強化・事業継続を図るこ
とによって、消費者に⾷品や豊かな⾷⽂化を提供するとともに、原材料調達や製造⼯程等
において持続性に配慮した⾷品産業への移⾏を⼀層推進していくことが重要となっていま
す。 

このため、農林⽔産省では、国産原材料への切替えによる新商品開発や産地との連携強
化等を⽀援しています。 

また、持続的な⾷料システムの確⽴に向けて、地域を先導する⾷品企業や農林漁業者等
が参画するプラットフォームを構築し、地域の多様な関係者の連携を強化し、新たなビジ
ネスの創出等を促す取組を推進しています。 

 
 
 
 

図表4-1-3 個⼈事業主等の年齢別割合、事業承継の意向 

資料：中⼩企業庁「令和5年中⼩企業実態基本調査」を基に農林⽔産省作成 
注：1) 令和4(2022)年度決算実績の数値 

2) 個⼈事業主等は、法⼈企業の社⻑を含む。 
3) 「その他」は「会社への引継ぎを考えている」、「個⼈への引継ぎを考えている」、「その他の⽅法による事業承継を考えている」
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資料：公益財団法⼈宮崎県産業振興機構 
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の流通標準化ガイドラインの現場への普及、産地と卸売業者の間で出荷情報を共有するデ
ータ連携システムの構築、物流効率化に資する卸売市場や中継共同物流拠点の整備等を⾏
っています。 

また、令和5(2023)年12⽉に設置された
農林⽔産⼤⾂を本部⻑とする「農林⽔産省
物流対策本部」の下に、農林⽔産省と⺠間
の関係団体等で構成される「農林⽔産品・
⾷品の物流に関する官⺠合同タスクフォー
ス」を設置し、必要に応じメンバーの現地
派遣を⾏い、物流の確保に不安や課題を抱
える産地等に対し具体的な改善策を提案す
るなどの取組を⾏っているところです。同
タスクフォースは令和6(2024)年5⽉、10⽉、
令和7(2025)年3⽉に全体会合を開催し、各
地域での物流改善の取組状況や課題につい
て情報交換、意⾒交換するとともに、同年
1⽉及び2⽉には、中⻑期的な物流の改善の
⽅向性を⾒据え、⾷品流通のデジタル化に
取り組む事業者からヒアリングを⾏ったと
ころです。 

このような中、農林⽔産物・⾷品等の流
通合理化に取り組む事業者数1については、
令和6(2024)年度は前年度に⽐べ80件増加
し296件となりました(図図表表44--11--55)。 

他⽅、農林⽔産物・⾷品の物流の現場で
の取組も進展しており、例えば九州・四国
では、熊本・愛媛のかんきつ産地が共同で標準仕様パレットに対応した新たな段ボール規
格の開発に着⼿したところであり、また、東北・北陸では、⽣産者団体が鉄道事業者と連
携し、⻘森県から北陸を経由して⼤阪府へ⽶等を輸送する貨物列⾞の定期運⾏を⾏ってい
るところです。 

さらに、ハム、チーズ、⽣麺等のチルド⾷品の⾷品製造業者が共同で、納品条件の緩和、
輸配送効率化等について協議するため「チルド物流研究会」を⽴ち上げるなどの取組も⾒
られています。 
 
 
 
 
 
 

 
1 「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」に基づく総合効率化計画⼜は「⾷品等の流通の合理化及び取引の適正化に関

する法律」に基づく⾷品等流通合理化計画の認定件数 

図表4-1-5 流通合理化に取り組む事業者数(累
計) 

資料：農林⽔産省作成 
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((22))  ⾷⾷品品流流通通のの合合理理化化  
((農農林林⽔⽔産産物物・・⾷⾷品品分分野野でで流流通通合合理理化化にに取取りり組組むむ事事業業者者数数はは増増加加傾傾向向))  

農林⽔産物・⾷品を消費者に届ける役割を担う⾷品流通業は、売上⾼に占める売上原価
及び経費(販売費及び⼀般管理費)の割合が⾼く、営業利益率が低い状態にあります。また、
⾷品流通はトラック輸送に⼤きく依存していますが、⻑距離輸送が多い、⼿積み、⼿降ろ
し等の⼿荷役作業が多いといった課題があり、令和6(2024)年4⽉からトラックドライバー
の時間外労働に上限が適⽤され、何も対策を講じなければ物流が停滞しかねない「物流の
2024年問題」の影響が懸念されています。このような中、⾷品の流通を確保していくため
には、物流の⽣産性向上が不可⽋です。 

令和6(2024)年5⽉に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物⾃動⾞
運送事業法の⼀部を改正する法律」が公布され、荷主、物流事業者等に対して、物流効率
化の努⼒義務を課すなど新たな規制が定められることになりました。 

こうした我が国の物流をめぐる情勢の中で、引き続き⾷品の流通を確保していくために、
農林⽔産省では、「物流⾰新に向けた政策パッケージ」(令和5(2023)年6⽉閣議決定)に基づ
き、業界・分野ごとの⾃主⾏動計画の着実な実施を促すとともに、パレットの導⼊・標準
化、ICTやロボット技術を活⽤した業務の省⼒化・⾃動化、コールドチェーンの整備によ
る流通の⾼度化等の取組を⽀援しています。具体的には、⻘果物、花き、⽔産物それぞれ

((ココララムム))  ⼤⼤阪阪・・関関⻄⻄万万博博をを⾷⾷でで盛盛りり上上げげるるププロロジジェェククトトをを展展開開  
⼤阪・関⻄万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、⼈類共通の課題解決に向け、

先端技術等の世界の英知を集め、新たなアイデアを創造・発信する場にすることをコンセプトに、
令和7(2025)年4⽉から10⽉にかけて開催されます。 

⼤阪
おおさか

商 ⼯
しょうこう

会議所
か い ぎ し ょ

、公益財団法⼈⼤阪
おおさか

観光局
かんこうきょく

、⼀般社団法⼈⼤阪
おおさか

外 ⾷
がいしょく

産 業
さんぎょう

協 会
きょうかい

では、⼤阪・関
⻄万博をきっかけに、⾷で万博を盛り上げると同時に、⼤阪の⾷の魅⼒を発信するプロジェクトを
展開しています。 

このうち、「万博メニューでおもてなし」プロジェクトでは、いのち、未来、SDGs、世界や⽇本
の⾷⽂化といった、⼤阪・関⻄万博を表現した特別メニューを開発し、⼤阪府を訪れる⽅々へ提供・
販売するよう呼び掛けており、⼤阪府内の飲⾷・⾷品事業者が⽣産者等と連携して、独⾃のメニュ
ー等を考案しています。こうした万博メニューは、SNSから「#2025万博メニュー」で検索するこ
とができます。 

農林⽔産省では、同年6⽉の「⾷と暮らしの未来ウィーク」期間中に、⽇本の⾷⽂化や農泊といっ
た我が国の農林⽔産業や⾷の有する魅⼒のほか、スマート農業技術や、環境と調和した持続可能な
⾷料システムの姿を発信することとしています。 

⼤⼤阪阪・・関関⻄⻄万万博博公公式式キキャャララククタターー
ががデデザザイインンさされれたた菓菓⼦⼦  

資料：みどり製菓株式会社 

メメキキシシココ料料理理ののトトルルテティィーーヤヤとと  
たたここ焼焼ききをを掛掛けけ合合わわせせたたメメニニュューー  

資料：株式会社エイチ・ツー・オー商業開発 

規規格格外外のの⾷⾷材材ととヴヴィィーーガガンン対対応応
⾷⾷材材にによよるる串串カカツツ体体験験教教室室  

資料：有限会社ラパン 
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では、熊本・愛媛のかんきつ産地が共同で標準仕様パレットに対応した新たな段ボール規
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1 「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」に基づく総合効率化計画⼜は「⾷品等の流通の合理化及び取引の適正化に関

する法律」に基づく⾷品等流通合理化計画の認定件数 

図表4-1-5 流通合理化に取り組む事業者数(累
計) 

資料：農林⽔産省作成 
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((22))  ⾷⾷品品流流通通のの合合理理化化  
((農農林林⽔⽔産産物物・・⾷⾷品品分分野野でで流流通通合合理理化化にに取取りり組組むむ事事業業者者数数はは増増加加傾傾向向))  

農林⽔産物・⾷品を消費者に届ける役割を担う⾷品流通業は、売上⾼に占める売上原価
及び経費(販売費及び⼀般管理費)の割合が⾼く、営業利益率が低い状態にあります。また、
⾷品流通はトラック輸送に⼤きく依存していますが、⻑距離輸送が多い、⼿積み、⼿降ろ
し等の⼿荷役作業が多いといった課題があり、令和6(2024)年4⽉からトラックドライバー
の時間外労働に上限が適⽤され、何も対策を講じなければ物流が停滞しかねない「物流の
2024年問題」の影響が懸念されています。このような中、⾷品の流通を確保していくため
には、物流の⽣産性向上が不可⽋です。 

令和6(2024)年5⽉に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物⾃動⾞
運送事業法の⼀部を改正する法律」が公布され、荷主、物流事業者等に対して、物流効率
化の努⼒義務を課すなど新たな規制が定められることになりました。 

こうした我が国の物流をめぐる情勢の中で、引き続き⾷品の流通を確保していくために、
農林⽔産省では、「物流⾰新に向けた政策パッケージ」(令和5(2023)年6⽉閣議決定)に基づ
き、業界・分野ごとの⾃主⾏動計画の着実な実施を促すとともに、パレットの導⼊・標準
化、ICTやロボット技術を活⽤した業務の省⼒化・⾃動化、コールドチェーンの整備によ
る流通の⾼度化等の取組を⽀援しています。具体的には、⻘果物、花き、⽔産物それぞれ

((ココララムム))  ⼤⼤阪阪・・関関⻄⻄万万博博をを⾷⾷でで盛盛りり上上げげるるププロロジジェェククトトをを展展開開  
⼤阪・関⻄万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、⼈類共通の課題解決に向け、

先端技術等の世界の英知を集め、新たなアイデアを創造・発信する場にすることをコンセプトに、
令和7(2025)年4⽉から10⽉にかけて開催されます。 

⼤阪
おおさか

商 ⼯
しょうこう

会議所
か い ぎ し ょ

、公益財団法⼈⼤阪
おおさか

観光局
かんこうきょく

、⼀般社団法⼈⼤阪
おおさか

外 ⾷
がいしょく

産 業
さんぎょう

協 会
きょうかい

では、⼤阪・関
⻄万博をきっかけに、⾷で万博を盛り上げると同時に、⼤阪の⾷の魅⼒を発信するプロジェクトを
展開しています。 

このうち、「万博メニューでおもてなし」プロジェクトでは、いのち、未来、SDGs、世界や⽇本
の⾷⽂化といった、⼤阪・関⻄万博を表現した特別メニューを開発し、⼤阪府を訪れる⽅々へ提供・
販売するよう呼び掛けており、⼤阪府内の飲⾷・⾷品事業者が⽣産者等と連携して、独⾃のメニュ
ー等を考案しています。こうした万博メニューは、SNSから「#2025万博メニュー」で検索するこ
とができます。 

農林⽔産省では、同年6⽉の「⾷と暮らしの未来ウィーク」期間中に、⽇本の⾷⽂化や農泊といっ
た我が国の農林⽔産業や⾷の有する魅⼒のほか、スマート農業技術や、環境と調和した持続可能な
⾷料システムの姿を発信することとしています。 

⼤⼤阪阪・・関関⻄⻄万万博博公公式式キキャャララククタターー
ががデデザザイインンさされれたた菓菓⼦⼦  

資料：みどり製菓株式会社 

メメキキシシココ料料理理ののトトルルテティィーーヤヤとと  
たたここ焼焼ききをを掛掛けけ合合わわせせたたメメニニュューー  

資料：株式会社エイチ・ツー・オー商業開発 

規規格格外外のの⾷⾷材材ととヴヴィィーーガガンン対対応応
⾷⾷材材にによよるる串串カカツツ体体験験教教室室  

資料：有限会社ラパン 
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((33))  規規格格・・認認証証のの活活⽤⽤  
((JJAASS普普及及推推進進⽉⽉間間にに新新たたなな取取組組をを展展開開))  

近年、輸出の拡⼤や市場ニーズの多様化が進んでいることから、農林⽔産省では、JAS
法1に基づき、農林⽔産物・⾷品の品質だけでなく、事業者による農林物資の取扱⽅法、⽣
産⽅法、試験⽅法等について認証する新たなJAS制度を推進しています。令和6(2024)年度
は新たに⾷品成分に関する試験⽅法のJASを2規格制定したほか、規格の更なる活⽤を視野
に、既存のJASの⾒直しを⾏いました。また、令和6(2024)年11⽉のJAS普及推進⽉間を中
⼼に、JASの認知を⾼めるため、イベントへの出展等の周知活動を⾏いました。事業者や
産地の創意⼯夫により⽣み出された多様な価値・特⾊が戦略的に活⽤され、我が国の⾷品・
農林⽔産分野の競争⼒の強化につながることが期待されています。 

さらに、⽶国、カナダ、EU等既に同等性を相互承認している国・地域に対しては、この
仕組みを活⽤し、茶やしょうゆ等の有機⾷品の輸出が⾏われています。 

このほか、農林⽔産省では、輸出促進に向け海外との取引を円滑に進めるための環境整
備として、産官学の連携により、ISO2規格等の国際規格の制定・活⽤を進めています。 

 
 

 
1  正式名称は「⽇本農林規格等に関する法律」 
2  International Organization for Standardizationの略で、国際標準化機構のこと 

NNIIPPPPOONN  FFOOOODD  SSHHIIFFTT  FFEESS..出出展展時時のの様様⼦⼦  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

((卸卸売売市市場場のの物物流流機機能能をを強強化化))  
卸売市場は、野菜、果物、⿂、⾁、花き等⽇々の⾷卓に⽋かすことのできない⽣鮮⾷料

品等を、国⺠に円滑かつ安定的に供給するための基幹的なインフラであり、多種・⼤量の
物品の効率的・継続的な集分荷、公正で透明性の⾼い価格形成等の重要な機能を担ってい
ます。 

⾷料安全保障の強化が求められる中、持続的に⽣鮮⾷料品等の安定供給を確保していく
ため、単に⽼朽化に伴う施設の更新のみならず、物流施策全体の⽅向性と調和し、標準化・
デジタル化に対応した卸売市場の物流機能を強化することが必要となっています。 

農林⽔産省では、物流機能を強化するために、コールドチェーンの確保等に資する施設
や、中継共同物流に必要な施設の整備等を⽀援することとしています。 

 
 
 
 

((11))  「「ゆゆととりり配配送送」」のの概概要要  
北海道・東北・北関東で⾷品スーパーを展開するアークスグループでは、物流効率化の⼀環として、

グループ企業間の物流倉庫の共同利⽤や、リードタイムの延⻑、トラックドライバーの負担軽減等を
⾏い、配送の最適化を⽬的とした「ゆとり配送」に取り組んでいます。 

 
((22))  「「ゆゆととりり配配送送」」導導⼊⼊前前のの課課題題とと運運⽤⽤⽅⽅法法  

「ゆとり配送」を導⼊するまでは、⽇替わり特売品や酒類等の仕⼊れ量が⼤幅に変動しやすい商品
については、1⽇に運ぶ商品が多い場合、トラックを追加で確保することにより、当⽇配送に応じる
など、可能な限り早く店頭へ配送していました。 

この運⽤を改めて、トラック数の削減と荷物の平準化を⽬的に、原則として、前⽇までに輸送量を
確定し、1⽇の商品量を明確にするとともに、店舗への到着時間にもゆとりを設け、翌⽇以降に販売
する商品は急ぐ必要がない場合、⼣⽅までに配送するという新たなルールを定めて運⽤しています。

また、トラックドライバーの作業負担を減らすことを⽬的に、
トラックドライバーが店舗のバックヤードまで⼊り、納品作業を
こなす場合もあったところ、商品の搬⼊作業を搬⼊⼝での受渡し
に限定することで店舗での荷下ろし作業を30分以内に短縮してい
ます。このほか、⾞両の⼀部を⼤型化することや、札幌市内の配
送についても⾼速道路の利⽤を認めること等を通じて、運転時間
の短縮・ドライバー不⾜への対応を⾏っています。 

 
((33))  取取組組のの効効果果とと今今後後のの展展開開  

「ゆとり配送」の取組によって、1⽇12時間ほどだったトラックドライバーの労働時間が、10時間
程度に短縮される効果が出ています。今後、このような取組をまだ実施していないグループ企業にも
展開していくこととしています。 

物物流流セセンンタターーのの様様⼦⼦  
資料：株式会社アークス 

((ココララムム))  「「ゆゆととりり配配送送」」にによよるる物物流流効効率率化化  
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法1に基づき、農林⽔産物・⾷品の品質だけでなく、事業者による農林物資の取扱⽅法、⽣
産⽅法、試験⽅法等について認証する新たなJAS制度を推進しています。令和6(2024)年度
は新たに⾷品成分に関する試験⽅法のJASを2規格制定したほか、規格の更なる活⽤を視野
に、既存のJASの⾒直しを⾏いました。また、令和6(2024)年11⽉のJAS普及推進⽉間を中
⼼に、JASの認知を⾼めるため、イベントへの出展等の周知活動を⾏いました。事業者や
産地の創意⼯夫により⽣み出された多様な価値・特⾊が戦略的に活⽤され、我が国の⾷品・
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さらに、⽶国、カナダ、EU等既に同等性を相互承認している国・地域に対しては、この
仕組みを活⽤し、茶やしょうゆ等の有機⾷品の輸出が⾏われています。 

このほか、農林⽔産省では、輸出促進に向け海外との取引を円滑に進めるための環境整
備として、産官学の連携により、ISO2規格等の国際規格の制定・活⽤を進めています。 
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品等を、国⺠に円滑かつ安定的に供給するための基幹的なインフラであり、多種・⼤量の
物品の効率的・継続的な集分荷、公正で透明性の⾼い価格形成等の重要な機能を担ってい
ます。 

⾷料安全保障の強化が求められる中、持続的に⽣鮮⾷料品等の安定供給を確保していく
ため、単に⽼朽化に伴う施設の更新のみならず、物流施策全体の⽅向性と調和し、標準化・
デジタル化に対応した卸売市場の物流機能を強化することが必要となっています。 

農林⽔産省では、物流機能を強化するために、コールドチェーンの確保等に資する施設
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((11))  「「ゆゆととりり配配送送」」のの概概要要  
北海道・東北・北関東で⾷品スーパーを展開するアークスグループでは、物流効率化の⼀環として、

グループ企業間の物流倉庫の共同利⽤や、リードタイムの延⻑、トラックドライバーの負担軽減等を
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など、可能な限り早く店頭へ配送していました。 
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する商品は急ぐ必要がない場合、⼣⽅までに配送するという新たなルールを定めて運⽤しています。

また、トラックドライバーの作業負担を減らすことを⽬的に、
トラックドライバーが店舗のバックヤードまで⼊り、納品作業を
こなす場合もあったところ、商品の搬⼊作業を搬⼊⼝での受渡し
に限定することで店舗での荷下ろし作業を30分以内に短縮してい
ます。このほか、⾞両の⼀部を⼤型化することや、札幌市内の配
送についても⾼速道路の利⽤を認めること等を通じて、運転時間
の短縮・ドライバー不⾜への対応を⾏っています。 

 
((33))  取取組組のの効効果果とと今今後後のの展展開開  

「ゆとり配送」の取組によって、1⽇12時間ほどだったトラックドライバーの労働時間が、10時間
程度に短縮される効果が出ています。今後、このような取組をまだ実施していないグループ企業にも
展開していくこととしています。 

物物流流セセンンタターーのの様様⼦⼦  
資料：株式会社アークス 

((ココララムム))  「「ゆゆととりり配配送送」」にによよるる物物流流効効率率化化  
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